
 

別表第１

■　一般基準

■　許可基準

商工業地域 商工業地域以外の地域

　　

商工業地域とは、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の第二種住居地域、準住居地
域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。

２ 一表示面の表示面積とは、同一の工作物において、同一方向に表示する広告物の表示面積の合計のことをいう。

屋上広告

壁面広告

突出広告

建
築
物
を
利
用
す
る
も
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　１　都市美、自然美をそこなわないように色彩、形状、意匠、個数等が周囲の環境に調和したものであること。

　３　材料は、良質なものを使用し、風雨又は軽微な衝動によって破損、落下、倒壊の危険がないものであること。

　２　夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度がゆるやかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないもの
　　であること。
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備考１　

広告

○一表示面の表示面積は３０㎡以内
○道路上に突出したものでないこと。
○道路及び鉄道等からの距離が１００ｍ以上の

ものにあっては表示面積が５０㎡以内、
高さ２０ｍ以下とする。

○広告物の高さは、
１５ｍ以下、かつ、
建築物の高さの３分の２以下

○広告物の表示面積の合計は、
一壁面の２分の１以内

○広告物の表示面積は、
２０㎡以内

○一表示面の表示面積は２０㎡以内
○道路上に突出したものでないこと。
○道路及び鉄道等からの距離が１００ｍ以上の

ものにあっては表示面積が５０㎡以内、
高さ２０ｍ以下とする。
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15m以下

広

告

塔
15m以下

広告
15m以下

広告
15m以下
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15m以下

15m以下
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塔 15m以下
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歩道
車道

1.0m以下

2.5m以上

広

告

1.0m以下

4.5m以上

車道
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電柱及び
鉄柱の広告

街燈広告

電
柱
の
類
を
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アド・バルーン

（気球広告）

そ
の
他
の
広
告
物

つり下げ広告

○広告物の表示面積は２０㎡以内

○電柱一本につき袖付広告、

巻付広告各１個

○傾斜した電柱類、支柱に

巻付不可

○直接描出不可

○道路上の電柱の広告物は、

蛍光塗料等の使用不可

○直接描出不可

○街燈１本につき１個

○照明を伴う広告物の表示面積

は、照明部分の３分の２以内

５０ｍ以下

気球

○気球の内容積８㎥以内

2.5m以上
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○
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車道

4.5m以上1.5m以下

0.5m以上

1.2m以下

0.8m以下
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車道
歩道

2.5m以上

4.5m以上

車道

広告
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歩道

2.5m以上



 

 

アーケード

添加広告

そ
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アーチ広告
横断幕

はり紙
はり札等
広告旗
立看板等

照明式バス
停留所標識
添加広告

○規格を統一すること

○一商店に１個

○片面積１㎡以内

○車道に面する側への表示不可

○広告物の個数は、進行車両の非対向面
及び歩道面の２個

広告

歩道
歩道

２．５ｍ以上

２．５ｍ以上

４．５ｍ以上

車道

広
告

広
告

立

看

板

２ｍ

以内

０．９ｍ以下

○ポスター、はり紙、はり札等の表示面積は０．５㎡以内

○はり札等の表示数は一壁面に２個以内

○広告旗、立看板等は、幅０．９ｍ以下、長さ２ｍ以内（脚の長さを含む）

広
告
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告

系
統
表
示

停
留
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名

○広告物の広さは、照明表示ボックスの
各表示面積の３分の１以下

○広告物の位置は、照明表示ボックスの
最下段

車道

１．５ｍ以内

○ ○ 通 り

４．５ｍ以上

歩道

１ｍ以内

２．５ｍ以上

横断幕



 

 

 

別表第２

区分

　

　

　

壁面広告

建
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を
利
用
す
る
も
の

許可を受けることで
禁止地域に掲出できる自家用広告物

（条例第６条第５項）

許可不要で
全ての地域（禁止地域・許可地域）に掲出できる自家用広告物

（条例第６条第２項第１号）

表示面積の合計
１住所又は事業所、営業所等当たり

４０㎡以内
１住所又は事業所、営業所等当たり

２０㎡以内

○道路上に突出したものでないこと

自
　
家
　
用
　
広
　
告
　
物

○道路上に突出したものでないこと

○地上から広告物等の上端までの高さが４ｍ以下
  （壁面に直接描写されたものを除く。）

その他
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突出広告

広

告
塔

8m以下

広告

○一基当たり表示面積１０㎡以内

○表示面積の計算は公衆に広告として見える
各面を合計した面積とする。

○一基当たり表示面積１５㎡以内

○表示面積の計算は公衆に広告として見える
各面を合計した面積とする。

広

告
8m以下

○１住所又は事業所、営業所等
当たりの合計表示面積５㎡以内

広

告

4m以下

1m以下

広

告

5m以下

1m以下

○１住所又は事業所、営業所等
当たりの合計表示面積８㎡以内

○１住所又は事業所、営業所等

当たりの合計表示面積５㎡以内
○１壁面の２分の１以内

広告

4m以下

○１住所又は事業所、営業所等

当たりの合計表示面積８㎡以内
○１壁面の２分の１以内

広告

8m以下

広告

4m以下

広

告
塔

4m以下

広
告

4m以下



 

 

 

 

 

 

 

へいに

設ける

広告物

屋上広告

許可不要で
全ての地域（禁止地域・許可地域）に掲出できる管理用広告物

（条例第６条第２項第２号）

管
理
用
広
告
物

自
　
家
　
用
　
広
　
告
　
物

建
築
物
を
利
用
す
る
も
の

不許可

不許可

4m以下

○１住所又は事業所、営業所等

当たりの合計表示面積１０㎡以内
○禁止地域掲出不可

告広

○１住所又は事業所、営業所等

当たりの合計表示面積５㎡以内
○１壁面の３分の１以内
○禁止地域掲出不可

○表示面積３㎡以内
○地上から広告物等の上端までの高さが４ｍ以下飛

び
出
し
注
意

広告
4m以下

駐車場
4m以下



 

 

に掲げる物件に

自己の氏名等を表示する場合

　　　 ○禁止地域内の広告物の表示面積：２㎡以内

禁
止
物
件
に
自
己
の
氏
名
等
を
表
示
す
る
場
合

公益上必要な施設・物件に寄贈者名等を表示するもの
（条例第６条第７項）

公
益
上
必
要
な
施
設
・
物
件

　　　　　　　　第８号 送電塔、変電塔、送受信塔、照明塔

　　　　　　　　第９号 煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンクの類

　　　　　　　　第１１号 景観重要建造物、景観重要樹木

許可を受けることで
禁止物件に掲出できる自家用広告物

（条例第６条第３項第１号）

条例第４条第１項第２号 石垣、擁壁の類

　　   ○許可地域内の広告物の表示面積：３㎡以内

告広

広

告
○ ○ ガ ス

寄 贈
名者

寄 贈 者 名

ゴミ箱

ベンチ

○寄贈者名等の表示面積は０．５㎡以内

○表示方向から見た場合の施設又は物件の外郭内を一平面とみなしたものの１０分の１以内

○表示数は一施設または一物件当たり１個


